
様式第１号（第２条関係）  

個人情報ファイル簿（単票）  

個人情報ファイルの名称  緊急通報システム利用者台帳  

市の機関の名称  市長  

個人情報ファイルが利用

に供される事務をつかさ

どる組織の名称  

健康福祉部高齢者支援課  

個人情報ファイルの利用

目的  

１  利用者宅に緊急通報システム端末を設置し、緊急時に

緊急通報システム事業受託者による駆けつけを行うた

め  

２  利用者の状況を把握し、利用停止や休止をするため  

３  利用料の改定、請求を行うため  

４  サービスの利用状況から、利用者の心身の状態を把握

し、各種機関や家族と連携し、利用者に適切な支援を

行うため  

５  統計作成のため  

個人情報ファイルに記録

される項目（記録項目）  

１番号、２宛名番号、３契約番号、４管理番号、５課税状

況、６本人氏名、７本人氏名フリガナ、８郵便番号、９地

区名、１０住所、１１方書、１２ＴＥＬ 1、１３ＴＥＬ 2、

１４同居宛名番号、１５同居利用者、１６同居利用者氏名

ふりがな、１７前年度負担区分、１８備考、１９設置日  

（旧システム）、２０設置日 (開始日 )、２１廃止日、２２

福祉電話の有無、２３集金対応、２４郵貯対応、２５送付

先設定の有無、２６送付先宛名、２７送付先郵便番号、２

８送付先住所、２９送付先方書、３０送付先電話番号、３

１様方、３２同意書の有無、３３承諾書の有無、３４鍵受

領書の有無、３５受託事業者業務開始日  

本人として個人情報ファ

イルに記録される個人の

範囲（記録範囲）  

緊急通報システム事業の利用者  

記録情報の収集方法  

・利用者本人又は本人の家族から高齢者なんでも相談室を

通じて提出された、我孫子市高齢者在宅生活支援事業利用

申請書及び緊急通報システム・お元気コール調査票によ

る。  

・高齢者支援台帳システムによる。  

・緊急通報システム事業受託者による。  

要配慮個人情報が含まれ

るときは、その旨  

含む  

記録情報の経常的提供先  
・綜合警備保障株式会社（緊急通報システム事業受託者） 

・高齢者なんでも相談室  



開示請求等を受理する組

織の名称及び所在地  

（名称）我孫子市企画総務部行政管理課文書法務係  

（行政情報資料室）  

（所在地）〒２７０－１１９２  

我孫子市我孫子１８５８番地  

訂正及び利用停止に関す

る他の法令の規定による

特別の手続等  

 

個人情報ファイルの種別  

■法第６０条第２項第１

号（電算処理ファイル）  

□法第６０条第２項第２号（マ

ニュアル処理ファイル）  

令第２１条第７項に該当

するマニュアル処理ファ

イルの有無  

□有  ■無  

 

備考   

 


